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新しい介護予防・日常生活 
支援総合事業への移行 

 
～平成２７年度に移行して～ 

 
広島県府中市 

姫路市・西播介護サービス事業者連絡協議会研修会 
平成２８年５月２１日(土) 
姫路市医師会館大ホール 

Presenter
Presentation Notes
ご紹介いただいた広島県府中市長寿支援課の唐川です。どうぞよろしくお願いします。姫路市では、平成29年度から新しい総合事業の導入を予定されているため、平成28年1月に既に移行した府中市がお招きいただいたのだと思いますが、広島県で初年度の平成27年度に新しい総合事業に移行したのは、府中市よりも早く平成27年4月に移行した福山市があります。広島県内で初年度に移行したのは、この福山市と府中市の2市のみです。今回、その広島県に声を掛けていただいたのが、姫路市介護サービス第三者評価機構・理事長の田中洋三先生なんですが、田中先生は広島県地域包括ケア推進センターの石口さん(房子さん・訪問看護師・ケアマネ・保健師)という方と懇意でいらっしゃり、その縁で地域包括ケア推進センターから広島県に依頼があり、なぜか回りまわって福山市ではなく府中市に声がかかってしまい、今日、私がこの場に立っているという経過があります。



地域の状況 
(高齢者データ、地域資源データ) 

姫路市 府中市 
面積 534.34㎢ 195.71㎢ 

人口 534,605人 41,102人 

高齢者人口 134,526人 14,291人 

高齢化率 25.2% 34.8% 
後期高齢者人口 62,227人 7,575人 

世帯数 213,324世帯 17,548世帯 

要介護認定者数・割合 29,272人・21.8% 3,011人・21.1% 

介護保険料(基準額) 5,300円 6,025円 

地域包括支援センター 直営0，委託23 直営1，委託0 

訪問介護事業所 130 11 
通所介護事業所 194 12 

平成28年4月1日(もしくは平成28年3月31日現在) 

Presenter
Presentation Notes
姫路市と府中市の概要を一覧にしてみました。ご覧いただいているように、姫路市の人口は約53万4千人。府中市はわずか4万1千人の10分の1以下の小都市です。これに対して福山市は、一覧にはありませんが人口約47万人で姫路市と同じ中核市でもあります。本来であれば、福山市の高齢者支援課の課長さんあたりが、この場に立って講演される方が、よほど皆さんのお役に立ったのではないかと、今さらながら、この大役を受けたことを後悔しているところです。しかし、お引き受けした以上は、何か少しでもお役に立つ話ができれば…と考えています。【クリック】府中市の状況ですが、介護保険料のところをご覧ください。府中市の基準額は月額6,025円とかなり高額になっています。このように背中に火が付いているため、早期に新しい総合事業に移行したという実情もあります。そんな府中市の話から、何か学んでいただける部分が少しでもあれば幸いです。どうぞよろしくお願いします。



           第６回 姫路大会 
    2011(平成23)年11月12日～13日 
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出展団体 63団体 

備後府中焼きを広める会(広島県府中市) 

Presenter
Presentation Notes
とはいえ、私自身がかなり緊張しているため、ここで少しアイスブレイク。姫路市の名物・ソウルフードといえば、しょうが醤油で食べる「姫路おでん」があります。【クリック】平成23年には、姫路市で「ご当地グルメでまちおこしの祭典!　Ｂ-１グランプリ」が開催されました。2日間の来場者数は、ほぼ姫路市の人口に匹敵する51万5千人。出展団体は、日本全国から63団体が参加しています。【クリック】実は府中市も「備後府中焼きを広める会」としてこのB-1グランプリに参加しており、この私も裏方の一人として2日間、声を枯らしてお客さんに府中市をPRして帰りました。お好み焼きといえば、広島風が有名ですが、備後府中焼きは豚バラ肉の代わりに油身の多いミンチ肉を入れ、表面はパリッと、中はフワッとした焼き上がりの府中市民のソウルフードです。ちょっと関係ない話…のようですが、実はB-1グランプリの理念と、新しい総合事業の理念には、とても共通しているところがあると考えています。B-1グランプリの「Ｂ」は地域ブランドの「Ｂ」であり、B-1グランプリはまちを盛り上げ、地域ブランドを確立しようと日々活動するまちおこし団体の、年に一度の共同ＰＲイベントで、決してグルメイベントではありません。ご当地グルメをきっかけとして地元に来てもらいたいという思いで、地域ブランドを高めることにつなげるイベントだとされています。つまり、Ｂ-１グランプリは、「ひとづくり」「ひとおこし」につながるイベントです。一方、今日の本題である「新しい総合事業」の中心的なテーマも、「サービスづくり」でもなければ、「制度づくり」でもなく、「地域づくり」だといわれています。ちょっと強引ですが、なんとなく共通点が見つかったところで、早速、本題に入りたいと思います。
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府中市は、平成28年1月に移行しました。 

相当サービスのみで 

Presenter
Presentation Notes
では、まず府中市が移行した「新しい総合事業」の概要についてご説明します。ここに掲げたのは、厚生労働省が一例として示した「訪問型サービス」の類型です。左から①が現行の訪問介護相当のサービス、多様なサービスとしては②の基準を緩和した訪問型サービスＡ、③の住民主体による支援を行う訪問型サービスＢ、④の短期集中予防サービスの訪問型サービスＣ、⑤の移動支援を行う訪問型サービスＤが例示されていますが、【クリック】府中市では平成28年1月の施行当初は、①の現行の訪問介護相当サービスのみで移行しました。【クリック】円滑に移行するために、基準・単価については現行どおりとしています。
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府中市は、平成28年1月に移行しました。 

相当サービスのみで 

Presenter
Presentation Notes
同じように、これは厚生労働省が一例として示した「通所型サービス」の類型です。左から①が現行の通所介護相当のサービス、多様なサービスとしては②の基準を緩和した通所型サービスＡ、③の住民主体による支援を行う通所型サービスＢ、④の短期集中予防サービスの通所型サービスＣが例示されていますが、【クリック】同じく平成28年1月の施行当初は、①の現行の通所介護相当サービスのみで移行しました。【クリック】これまた同様に、円滑に移行するために、基準・単価については現行どおりとしています。つまり、事業者にとっても、利用者にとっても、大きな変更がない形態で新しい総合事業に移行するという方法を選択しました。では、どうして府中市は現行相当サービスのみで新しい総合事業に移行したのかについて、ご説明します。



地域の状況 
(高齢者データ、地域資源データ) 

姫路市 府中市 
面積 534.34㎢ 195.71㎢ 

人口 534,605人 41,102人 

高齢者人口 134,526人 14,291人 

高齢化率 25.2% 34.8% 
後期高齢者人口 62,227人 7,575人 

世帯数 213,324世帯 17,548世帯 

要介護認定者数・割合 29,272人・21.8% 3,011人・21.1% 

介護保険料(基準額) 5,300円 6,025円 
地域包括支援センター 直営0，委託23 直営1，委託0 

訪問介護事業所 130 11 
通所介護事業所 194 12 

平成28年4月1日(もしくは平成28年3月31日現在) 

Presenter
Presentation Notes
先ほどご覧いただきましたが、府中市の介護保険料の基準額は月額6,025円とかなり高額になっています。実は、第5期で既にこの基準額となり、当時、中国地方で3番目に高い介護保険料となりました。マスコミでも大きく報じられたため、議会でも保険料改定から1年以上経過しても市議会の定例会の都度、この問題が大きく取り上げられ続けました。そのため、紆余曲折はありましたが、第6期では何とか介護保険料を第5期と同額の6,025円に据え置き（県内で6番目の高さに）、給付の適正化や介護予防の推進などによって介護保険制度の健全運営を進めることが喫緊の課題となっていたという事情があります。しかし、市民や事業者の皆さんに対しては、介護保険料という金の問題も当然、大きな課題ではあるけれど、もっともっと大きな課題があるんだということの説明を、しつこいほどに行い、それは今でも繰り返して説明し続けています。それが、次の資料です。



 高齢者数の増加、生産年齢人口の減少 

7 資料：日本の地域別将来推計人口 平成25(2013)年3月 国立社会保障・人口問題研究所 
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     これが府中市の将来の姿です！ 

Presenter
Presentation Notes
ここからは、地域に出向いて出前講座をするときに使っているスライドを準備しました。まずは、市民や事業者の皆さんに、府中市が置かれている実情を正しく知っていただき、共通の認識に立つ必要がある「規範的統合」がファースト・ステップになると考えています。国立社会保障・人口問題研究所が推計した府中市の将来推計人口をグラフ化したもの。人口はどんどん減少し、現在は約41,500人いるが(若干、推計人口はズレて約4万人となっているが)、25年後の2040(平成52)年には27,238人に減少すると予想されている。それに合わせて15歳～64歳の働き盛りの人口(生産年齢人口)も減少し続ける。生産年齢人口の割合を示しているのが、上の折れ線グラフ。現在は人口の6割近くを占めているが、2040年には46.8%と半分以下に。これに対し65歳以上の高齢者は5年後まで増え続け、10年後の2025年（平成37年）には減少し始めるものの、人口減少に対する減少率は緩やかなため、下の折れ線グラフが示す高齢化率は上がり続ける。今年5月1日現在33.9%の高齢化率だが、2040年には44.6%となり、両方のグラフは、ほぼ同率となる。



後期高齢者数の増加 

8 資料：日本の地域別将来推計人口 平成25(2013)年3月 国立社会保障・人口問題研究所 

7,103  7,597  8,121  8,834  8,932  8,454  7,862  

6,081  
6,617  6,361  5,182  

4,385  4,131  
4,292  

16.7% 

25.3% 28.9% 

0.0% 

20.0% 

40.0% 

60.0% 

80.0% 

0  

2,000  

4,000  

6,000  

8,000  

10,000  

12,000  

14,000  

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 

[人] 

前期高齢者数 後期高齢者数 後期高齢化率 

Presenter
Presentation Notes
10年度には高齢者が減少し始めるので大丈夫かというと…これは高齢者を74歳までの前期高齢者と７５歳以上の後期高齢者に分けたグラフ。後期高齢化率は、2025年を過ぎても増え続ける。
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Presenter
Presentation Notes
後期高齢化率は、増え続けるということは何を示しているかと言うと…左の水色が人口、右の青色が要介護認定者数、そして認定率を示しているのが、赤い折れ線グラフ。60歳代では認定率が2.6%だが、75歳を過ぎると13.7%、80歳を超えると26.9%と急上昇している。要介護認定率は、後期高齢者となる75歳以降にグンと増えることから、先ほどのグラフは、今後も支援の必要な人は増え続けるということを示している。



 前期高齢者を担い手に含めても、2025年は騎馬戦型 
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75歳以上1人に 
対して15～74歳は 4.3人 

2010年 

75歳以上1人に 
対して15～74歳は 2.6人 

2025年 

認定者の 
状況は？ 

担い手の 
状況は？ 

うち  0.9 人は前期高齢者 うち  0.6 人は前期高齢者 
資料：日本の地域別将来推計人口 平成25(2013)年3月 国立社会保障・人口問題研究所 

Presenter
Presentation Notes
これは、高齢者を誰が支えるかを図式化したもの。台の上で支えられているのは、75歳以上の後期高齢者。台の下で支えているのは、15歳から64歳までの働き盛りの人に加えて、65歳から74歳までの前期高齢者も加えた人たち。これからは65歳以上でも元気な高齢者は支える側に回っていただこうという考えによる。5年前は75歳以上1人に対して15歳～74歳は4.3人、そのうち0.9人は前期高齢者という割合だったが、10年後の2025年には2.6人に減少し、そのうち0.6人は前期高齢者。元気な前期高齢者が支える側に回らないと、1人を支えることができるのはたった2人以下というのが、府中市の実情。つまり、高齢者が増え続け、支える世代が減り続ける中、今と同じようなサービスを受けようと思っても受けられなくなるということ。



 

Presenter
Presentation Notes
そこで、新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)という地域の実情に応じた取組ができる仕組みに移行する。新しい総合事業に変わっても、専門的なサービスが必要な人は、訪問介護も通所介護も、引き続きサービスを受けることができる。しかし、その専門職が足りなくなる中、ゴミ出しなどの生活支援サービスは、地域の元気な高齢者にも支援してもらおうというもの。※厚労省／これまで「給付で抱えるのか?」という生活支援が行われてきた。軽度者の切り捨てではなく、サービス充実・費用の効率化につながる前向きな改正。【Ｑ＆Ａ】通所介護定員が県内でダントツ1位の府中市ですが、どれだけダントツかというと、高齢者1万人当たりの通所介護の定員は、県平均で322人です。府中市以外の定員の多い自治体では、都市部を中心に370人から397人までの間に10余りの市や区がひしめいていますが、府中市は459人と飛び抜けています。これを裏付けるように、事業費でみると、平成26年度の介護保険の総事業費（給付費ベース）約43億6千万円に対し、介護予防通所介護は4％を占める1億7,000万円を占めています。地元ではなかなか言いにくいことですが、これはいわゆる『お楽しみデイサービス』と揶揄される典型例ではないかと考えています。介護保健事業は儲かるビジネスだと多くの業態が参入し、元気な高齢者を掘り起こし、要介護認定を受けさせ、デイサービスに囲い込みました。市民も介護保険は使わないと損とばかりに必要以上のサービスを利用し続けました。その結果、中国地方で3番目という介護保険料が高額な市になりました。事業者や市民だけでなく、この状態を黙認してきた我々市役所も含めてモラルハザードを引き起こした結果です｡



Presenter
Presentation Notes
訪問介護で、担い手を拡大するイメージ図。専門職のホームヘルパーに加えて、元気な高齢者が担い手となることを想定したもの。専門のヘルパーが食事介助や入浴介助や排せつ介助(オムツ交換など)の「身体介護」を担い、元気な高齢者は調理や掃除、ゴミ出しなどの「生活援助」だけを担う。こうすることで、元気な高齢者が新たな担い手として活躍することが可能となり、地域の中でより多くの人材を確保することができるというもの。新しい総合事業の正式名称は、介護予防・日常生活支援総合事業といいます。漢字ばかりの長い名称ですが、読んで字のごとくなんですよ、と市民の皆さんにはお伝えしています。つまり、日常生活の中で困りごとがある高齢者を地域の様々な力で支援する仕組みをつくろうというものなんですよと。新しい総合事業の目的は「サービスづくり」でもなければ、「制度づくり」でもなく、「地域づくり」だといわれているのは、そのためなんですよ、と説明しています。という話をし続けてきたので、まだ訪問型サービスBなどの類型化・実現はできていませんが、府中市内では最近、現役をリタイアされた方々を中心に、NPO法人を設立し地域の高齢者を支援する組織をつくろうという動きも出始めているところです。



府中市は、平成２８年１月から、介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）に移行。 
地域住民の皆さんによる高齢者の介護予防活動や生活支援の自主的な取組を応援します！ 

Presenter
Presentation Notes
そして、新しい総合事業のもう一つの大きな柱が介護予防なんですよ、いつまでも自分が元気でいるために、介護予防に取り組むことが大切なんですよ、と伝えています。これまでは、介護予防・生活支援・社会参加はバラバラに考えていた。総合事業では、これらを一体的に行うことで地域をつくろうというもの。具体的には、「元気もりもり体操」などの介護予防活動を身近な地域で展開【介護予防】することで、住民の顔見知りの関係による参加しやすさ【社会参加】を促し、加齢等により心身の状況等が変化しても参加し続けることのできる住民主体のネットワーク【生活支援】を充実させる。簡単な言葉で言えば…大阪府大東市などの先進地では、比較的元気な高齢者でスタートした体操教室も、１０年経過した今、活動性が低下した参加者も出てきているが、誰に強制されている訳でもない体操教室では、仲間同士で送り迎えをしたり、帰り道に参加者同士で買い物に出かけたりといった互助が自然に発生している。こうした地域づくりに対する住民の自主的な想いを発掘して、行政が側面的に支援する仕組みを作る、行政がお仕着せのサービスや制度をつくるのではなく、地域の皆さんが望んでいる地域づくりを行政が後押しする。これが、新しい総合事業ですと説明し続けています。



介護保険法の本質理解（一部条文抜粋） 

 
第一条（目的） 

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、
(中略)これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう、(中略)国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制
度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保
健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

第二条 第二項 
（保険給付） 

保険給付は、要介護状態の軽減又は悪化防止、医療との連携に十分配慮
して行わなければならない。 

 
第二条 第三項 

保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、
被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、
多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して
行われなければならない。  

 
第二条 第四項 

保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合におい
ても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるように配慮して… 

 
第四条 

（国民の努力義務） 

加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保
持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合におい
ても、進んでリハビリ・福祉サービスを利用し、その有する
能力の維持向上に努める。 

Presenter
Presentation Notes
そして今更ながら、介護保険法の本質を理解しよう。第１条は目的。第２条は保険給付について。第４条は国民の努力義務。市民としてぜひ知っておいてほしい内容。（条文を説明）【クリック】第四条　国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。ここまでが、地域に出向いて説明している資料です。府中市はこんな状況になっているんですよということを、町内会、民生委員児童委員、老人クラブ、いきいきサロンなど、あらゆる場面で説き続けてきました。もちろん事業者に対しても、説明会の場や研修会の場などを利用し、同様に説明を繰り返しています。だから、市民の皆さんには、いつまでも元気でいていただくために、介護予防に取り組みましょうと呼びかけ、一方で地域の中で見守りなどの生活支援の仕組みづくりが必要なんです！一緒に考えましょうと呼びかけ続けています。市民や事業者全員が共通の認識を持って同じ方向を目指す「規範的統合」なしに、新しい総合事業の仕組みの創設や、地域包括ケアシステムの構築は無いと考えています。
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多様なサービスは、平成29年度までに創設。 

段階的に 

Presenter
Presentation Notes
もう一度、多様なサービスに戻ります。府中市は現行相当サービスのみで新しい総合事業に移行しましたが、訪問型サービスも通所型サービスも、多様なサービスはどうしているかと言えば・・・現時点では何も創設できていません。【クリック】平成29年度までに段階的に創設しようと考えていますが、介護人材不足の解消のために、当面は【クリック】②の基準を緩和した訪問型サービスＡを創設したいと考えており、ヘルパー資格が無くても一定の養成研修を受講していただき、見守りや買い物支援といった訪問サービスの生活援助に従事していただく「ライフサポーター」を募集する「ライフサポーターバンク」を創設したところです。バンクでは、同時にライフサポーターの登録・派遣にかかる業務を行っていただく「ライフサポーターオフィス（事業所）」も募集しています。また、【クリック】保健師、栄養士、リハビリ専門職などが、概ね3か月間の訪問により集中的に支援する④の短期集中予防サービスの訪問型サービスＣについても、平成29年度までには創設しようと考えているところです。（住民主体による支援については、後ほど協議体の動きについてご説明します。）【Ｑ＆Ａ】基準を緩和した通所型サービスＡについては、現時点では創設は予定していません。高齢者の生きがいづくりや地域づくりという観点から、通所型サービスＢのような住民主体による支援の仕組みも今後、創設する必要がありますが、事業者主体である緩和型のＡを先行させると、住民主体の動きを阻害しかねないとの指摘もあるところから、少し慎重に進めたいと考えているところです。
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Presenter
Presentation Notes
サービス利用の流れですが、窓口でサービス事業、要介護認定等の申請、一般介護予防事業について説明を行います。この際、受付窓口を専門職(地域包括支援センター)に限定するべきものではないとされているため、要介護認定申請と同様に、事務職員が受付を行っています。総合事業の説明の際には、サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定申請を省略して基本チェックリストを用いて事業対象者とし、迅速なサービスの利用が可能であることや、事業対象者となった後や、サービス事業によるサービスを使い始めた後も、必要な時は要介護認定等の申請が可能であることを説明しています。窓口で基本チェックリストを実施した場合は、一般介護予防事業のみを利用する場合を除いて、基本チェックリストの実施結果等を地域包括支援センターに送付し、地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを開始します。府中市の場合、現行の相当サービスのみを導入する当初の状況においては、現行の介護予防支援に相当する（原則的な介護予防ケアマネジメントである）「ケアマネジメントＡ」のみとしています。一般介護予防事業ですが、これまで1次予防事業として実施していた筋力回復事業、口腔事業などを地域に展開し実施しているほか、サロン事業の支援、音楽療法を活用した事業などを実施しています。府中市としては、この一般介護予防事業を充実させることを多様なサービスの整備より優先して考えています。というのも、多様なサービスのサービスＡやサービスＢ、サービスＣなどの整備も受け皿としては必要ですが、多様なサービスは要支援の認定を受けた人や事業対象者でなければ使えないため、介護の必要な状態から「卒業」したなどの元気になった高齢者は使えなくなってしまいます。地域の中で介護予防に取り組み、集いの場として機能する仕組みづくりの構築を模索していますので、全ての高齢者が利用可能な一般介護予防を優先させ、元気な人も支援の必要な人も、ともに地域で暮らせる仕組みづくりを進めたいと考えています。【Ｑ＆Ａ】事業による介護予防ケアマネジメントのうち、要支援者については従来どおり居宅に委託しています。ハレーションを起こさない方法を選択して新しい総合事業に移行しているため、認定更新の際、無理やり更新をせずに事業対象者に誘導することまでは求めていません。移行時点の試算では、約760人が介護予防訪問介護か介護予防通所介護のみまたはその両方のみの利用者で、これらの認定の有効期間は最長1年であることから、結果的に総合事業開始から1年で全ての要支援者が総合事業に移行することになります。一方、事業対象者については地域包括支援センターで計画を立てることとしていますが、なぜか事業対象者は現時点で1人も出ていない状況です。チェックリストで事業対象者となりそうな人はいるのですが、精査すると専門的な支援が必要なことから認定が必要と思われる人、住宅改修や福祉用具貸与などを希望したため認定申請に繋がっているというのが実情です。【Ｑ＆Ａ】旧2次予防事業については、本来であれば総合事業の実施に伴って廃止すべきところですが、府中市では暫定的に一般介護予防の中に似通った事業として残しています。2次予防事業に代わるものとして、本来であれば短期集中予防サービスであるサービスＣなどが考えられると思いますが、27年4月に総合事業に移行した他市の事例では、短期集中予防サービスの利用を1回限りに限定しているという事情もあり、短期集中予防を終了した後は行き場がなく、相当サービスにつなげて対応しているという「逆転した」利用実態もあると聞いているところです。この考え方は、正しくはないかもしれませんが、過渡期の苦肉の策といった状況です。



協議体で生活支援の議論開始 第2層協議体から設置 

Presenter
Presentation Notes
多様なサービスの中の「住民主体による支援」を検討する場合、どの地域にどんなサービスがあり、逆に掛けているサービスは何なのかなど、地域の実情を把握していることが必須条件です。そのため、事業者だけでなく地域住民を含めて情報を共有し、意識を統一するための場として「協議体」を設置し、議論することが求められていますが、府中市では現在、モデル的に中学校区を圏域とする第2層の協議体を1地域に設置し、2月以降、開催して地域資源の発掘などの議論を開始しています。予定では、これを各中学校区に設置し、合わせて市域全域をエリアとする第1層の協議体も早急に設置し、議論を進めたいと考えています。協議体には生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)を配置しますが、第1層のコーディネーターは、社会福祉協議会に委託して配置する予定です。ちなみに、第2層の気コーディネーターについては、あらかじめ置く手法を採らず、議論の中から適任者を発掘し、任命する方法が採れればと考えています。この協議体と生活支援コーディネーターを中心に地域資源の発掘、ネットワーク構築を進め、高齢者の日常生活を支援するサービス体制を構築する予定です。なお、当初は、各中学校区の議論を先行させ、第1層協議体については、全ての中学校区の整理が整ってから…と考えていましたが、全ての中学校区でとなると、相当の時間がかかるため、もう1地区で第2層の協議会を立ち上げ、一定の整理ができたら、議論の主戦場を第1層の協議体に移し、資源開発等の仕組みづくり、高齢者の生活支援体制を整備したいと考えています。



地域資源の発掘⇒ネットワーク⇒マッチング 

Presenter
Presentation Notes
これは、ガイドラインで示された生活支援・介護予防サービスの分類と活用例です。サービスの分類としては、介護保険制度の地域支援事業だけでなく、介護保険制度外のサービスとして移動支援や宅配、訪問理美容サービスなどの市の事業や、民間市場でのサービス提供などもあります。これらの仕組みを構築するに当たっては、ボランティアポイントや地域通貨、有償ボランティア制度など、生活支援の担い手にインセンティブが与えられる仕組みについても検討を加える予定です。このほか、サービス提供に当たる高齢者などの新たな担い手に対しても一定の研修受講の仕組みなどについても検討が必要だと考えています。モデル的に設置した第2層の協議体では、こうした議論を開始したところですが、議論の方法については、何から着手したらいいのかが分からず、手探り状態で進めているのが実情です。



「５つのこと」と「ちょこっとしたこと」 

Presenter
Presentation Notes
そこで、山形県寒河江市役所が整理された「5つのこと」と「ちょっとしたこと」を参考にさせていただき、この分類にならって地域の資源を再確認しながら議論を進めています。「5つのこと」とは、買い物、掃除、調理、布団干しなどの①日常的な家事、自分の存在を気にかけてくれている人がいる②安心、通院や買い物の③外出、友人、知人等の④交流、大掃除や家電製品の買い物などの⑤非日常的な家事を差します。これに対して「ちょこっとしたこと」は、蛍光灯の交換や硬いふたの開け閉めなどのまさに「ちょこっとしたこと」です。町内会や老人会などで出前講座などをすると、よく「支援の必要な人を地域で支えるとは、具体的にどんな活動をしていけばよいのか」という質問を受けることがありますが、その答えがこの中にあるのではないかと思います。



Presenter
Presentation Notes
先ほどもお伝えしましたが、新しい総合事業の中で「生活支援」と並ぶもう一つの大きな柱が、「介護予防」の取り組みです。しかし、行政が市民の皆さんに「やってください」とお願いしてはいけないと言われています。それは、行政に押し付けられて始まった事業で、長続きしているものは皆無だからです。また、金の切れ目が円の切れ目です。行政のつくった仕組みが終わり、補助金が出なくなれば活動も終了します。あくまでも、『いつまでも元気でおりてゃあ～けぇのぉ～』という市民の主体的・自発的な思いで取り組み、それが継続して地域の人たちの集いの場づくりにつながるのが理想です。しかし、現実には、「やってください」と言わずに「やっていただく」ことは、なかなか難しいものです。そこで、こんなビデオを見つけてきて、市民の皆さんに見てもらっています。これはカナダのCM。最後の10年間を、あなたはどのように過ごしますか?と問いかけた、ちょっと考えさせられるなコマーシャル。元気なころから介護予防活動に取り組むかどうかで、二つの生き方に分かれる…かもと呼びかけ、「取り組んでみようか」と思っていただくきっかけになればと思っています。



Presenter
Presentation Notes
そして、もう一つ見ていただいているのが、高知市で取り組んでいる「いきいき百歳体操」の体操の効果について紹介されているビデオです。97歳の女性が「5m歩行スピード」を測定。こちらは、介護予防体操「いきいき百歳体操」に取り組む前の様子です。



Presenter
Presentation Notes
そしてこちらが、介護予防体操「いきいき百歳体操」に取り組んだ後。約3ヵ月後のビデオと聞いていますが、数か月間の取組で、この効果!!　この映像を見て、いかがでしょう?　と呼びかけています。このビデオは、皆さんの関心を引くことに絶大な効果を発揮しています。皆さんも、このように元気になれる力を秘めていますよ、取り組んでみませんか、と呼びかけています。この説明をするときに、必ず付け加えているのが、「ただし、介護予防体操は少なくとも毎週1回以上は取り組まないと効果がないと言われている」ということです。欲を言えば、週2回以上が望ましいんですが、まずは週1回を習慣付けることからはじめてはいかがでしょうか?と話しています。



ストレッチ・筋トレ1・筋トレ2・口腔・脳トレ 

Presenter
Presentation Notes
そしてこれが、府中市が作成し推進している「びんご府中　元気もりもり体操」です。介護予防を通じた居場所づくり、地域づくりにつなげるための取組みとして、オリジナル体操「びんご府中　元気もりもり体操」のDVDを作成し、サロンなどに配布・指導をしています。内容は、ストレッチ・筋トレ1・筋トレ2・口腔・脳トレの体操からなり、約1時間のプログラムです。いきいき百歳体操のように、ウエイトなどは活用していませんが、約5～6年前から理学療法士などのリハビリ専門職も関わって1次予防・2次予防教室などでも取り入れて推進してきましたが、　参加者のいずれも筋力アップなどの成果が現れています。十分にエビデンスが出る体操として自信を持って推進することができると判断し、約1年前にＤＶＤを作成しました。元気もりもり体操の普及に関しては、地域で自主的に運営する自主運動グループの指導者を育成するための指導者養成講座も行っており、自主的な取組を進めたいと表明した団体に対しては、立ち上げ支援など積極的に支援を行っています。現在、府中市内には、住民の自主運動グループとして15団体ありますが、いずれの団体もこのびんご府中元気もりもり体操に取り組んでいます。議会からもこの取り組みを積極的に推進するように檄を飛ばされていることから、元気もりもり体操を週1回以上定期的に取り組む人数の目標として、高齢者数の約1割に当たる1,400人をこのたび設定しました。さらに3年間の短期目標として、その半数の700人を掲げて取り組んでいるところです。現在、活動中の15団体の平均人数は20人のため、700人-15団体×20人=400人となり、この400人を平均人数の20人で割った20団体の立ち上げ支援を3年間で達成することを目標としています。つまり、1年間で7団体ですが、これはかなりハードルの高い目標ですが、地元のケーブルテレビに依頼して、脳科学を活用した高齢者の「やる気スイッチ」を入れる広報番組などを制作し、ケーブルテレビや市のホームページなどを活用して６月から放映することができるよう準備を進めています。



【まとめにかえて】 

○ 現行相当サービスでの移行 

○ 規範的統合の推進 

○ 多様なサービスのため協議体を設置 

○ 住民の自主的な介護予防を推進 

○ 自立支援の介護予防ケアマネジメント 
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「新しい総合事業」の中心的なテーマは、 

「サービスづくり」でも、「制度づくり」でもなく、

「地域づくり」です。 

 

Presenter
Presentation Notes
まとめにかえて・・・【クリック】これまでに十分に伝え切れていないこととして、自立支援のケアマネジメントへの原点回帰があります。介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「要介護状態になることをできる限り防ぐ（遅らせる）」『要介護・要支援状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するものです。この精神に立ち返ることが必要なため、地域ケア会議のケアマネ部会で議論を重ね、府中市統一アセスメントシートを作成しました。ケアマネの皆さんには、事あるごとに「ケアプランは本人のもの、本人が理解できなければケアプランではないですよ」「高齢者ができることを引き出し、プラス面を評価して自立に向けよう」などと声を掛け続けています。まだまだ十分ではありませんが、みんなが同じ方向を向いて進めていけるようにしたいと取り組んでいるところです。これまでお話してきた内容は、人口規模が小さく、地域包括支援センターも行政直営で、小回りが利く自治体だから通用する内容かも知れません。また、地域包括ケアシステムの構築は、一朝一夕で構築できるものではありませんし、完成形もないと言われます。だから、地域の実情に応じて、地域の多くの人が関わって協議して、共有して、つくり上げるしかないんだと思っています。【クリック】冒頭のＢ-１グランプリのところで「新しい総合事業」の中心的なテーマは、「サービスづくり」でもなければ、「制度づくり」でもなく、「地域づくり」だといわれているということをお話しました。だから、少しでも早く取り組んだ方がいいと思っています。それは、スタートを遅らせれば、それだけ地域づくりが遅れるからです。それから、これは姫路市役所の方へのアドバイスになりますが、医療と介護の同時改定が予定されている次期介護保険事業計画では、第6期よりももっと大幅な改定があると想定されており、計画策定に困難を極めることが予想されていますが、加えて総合事業の成果が見えないままに次期計画を策定するのは至難の業だと危惧する声もあるところです。「準備をしてから移行」するのではなく、総合事業のツールを活用して、地域づくりを「準備するために移行する」という発想で、一刻も早く移行を検討されることを願って、私の発表とさせていただきます。
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